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はしがき

　本書は、刑法をこれから学ぼうとしている方や基本を復習

したい方のために、23事例をマンガで紹介しながら、重要

な論点を理解できるようにしたものです。

　刑法は、犯罪と刑罰に関する法といわれ、第一線で活躍

する警察官にとって必要不可欠であり、正しく理解し運用で

きることが求められます。そこで、本書は、刑法を学ぶ上で

押さえておきたい論点、昇任試験で繰り返し問われるテーマや

職務上取扱いの多い事案等から23項目を厳選し、それぞれ、

「事例（マンガ）→解説→答案例」の流れで各項目を理解する

ことができるようになっています。

　本書を刑法の基礎固めにご活用いただき、日々の職務執

行や昇任試験対策の一助となれば幸いです。

令和 3 年 6月
株 式会社　教育システム
代表取締役社長　松﨑　基子
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公務執行妨害罪

は？

A通りでドリフト族が
暴走行為をしているようだ
急ごう

君たち  ここで暴走行為が
　　　  あったと聞いたんだけど

そうか もう夜も遅いし
早く帰るんだよ

車両は…ほとんど
逃走した後ですね

俺ら見てただけっスよ
それが何かー？

…ん？

甲

乙

あ？

10

甲はパトカー（物）に危害を加えているが、公務執行妨害罪にいう暴行に当たるの？ ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶甲の行為は、公務執行妨害罪にいう暴行に当たる。 

乙が投げた石は警察官に命中していないが、公務執行妨害罪にいう暴行に当たるの？   ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶乙の行為は、公務執行妨害罪にいう暴行に当たる。 

公務執行妨害罪が成立する事例を見てみましょう。

POINT
1

POINT
2

公務執行妨害罪とは、公務員が職務を行う際に、その公務員に対して暴行又は脅迫を
加える犯罪をいいます。
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詳しくはP.082へGO！甲はパトカー（物）に危害を加えているが、公務執行妨害罪にいう暴行に当たるの？ ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶甲の行為は、公務執行妨害罪にいう暴行に当たる。 

詳しくはP.083へGO！乙が投げた石は警察官に命中していないが、公務執行妨害罪にいう暴行に当たるの？   ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶乙の行為は、公務執行妨害罪にいう暴行に当たる。 

わっ！

いい加減に
しないか！

離せコノヤロー！

やめなさい！

オイ乙！
お前も
やってやれ

いつもいつも
サツは偉そうで

ガキ扱い
すんじゃねぇよ

ムカつくんだよ！

オラァ！

1010 公務執行妨害罪公務執行妨害罪
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意　　義 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行・脅迫を加え
ることで成立する犯罪です。

保護法益 公務の円滑な遂行です（最判昭32. 2. 12）。

要　　件 ❶ 公務員
国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する
議員、委員その他の職員をいいます（ 7 条 1 項）。

❷ 職務を執行するに当たり
⑴　「⑴　「職務」の意義職務」の意義
公務員が取り扱う各種各様の事務の全てが含まれます（最
判昭53. 6. 29）。

⑵　⑵　職務の適法性職務の適法性
公務執行妨害罪が成立するためには、職務の執行が適法
なものでなければなりません（大判大 7. 5. 14）。

▶P.188

　　公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する（95条 1項）。

関
連
条
文

は？

A通りでドリフト族が
暴走行為をしているようだ
急ごう

君たち  ここで暴走行為が
　　　  あったと聞いたんだけど

そうか もう夜も遅いし
早く帰るんだよ

車両は…ほとんど
逃走した後ですね

俺ら見てただけっスよ
それが何かー？

…ん？

甲

乙

あ？

110番通報を受け現場に臨場し、

状況を確認するために職務質問を

行っており、警察官の職務執行と

して適法であるといえる。
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① 公務員が、その行為を行う抽象的（一般的）職務権限を有する

    こと

② 公務員が、その行為をなし得る具体的職務権限を有すること

③ その行為が公務員の職務行為の有効要件として定められてい

    る重要な条件・方式を履践していること

職務の
適法性
の要件

⑶　職務を執行するに「当たり」の意義⑶　職務を執行するに「当たり」の意義
ア　 具体的な職務の執行中と執行開始直前を意味して
います。

開始直前 職務執行中

職務を執行するに当たり

職務の執行に着手していなくても、まさに
その執行に着手しようとしている直前の場
合も含まれます。

イ　 判例は、個々の職務と個々の職務との間に中断が
あっても、ある程度継続した一連の職務として公務
執行妨害罪の成立を認めています（最判昭53. 6. 29）。

個々の職務 個々の職務 個々の職務

一連の職務

　具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲、及

びまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着し

これを切り離し得ない一体的関係にあると見ることができる範囲内の職務行為をいう（最判昭45.  

12. 22）。

判 例 「職務を執行するに当たり」の意義

1010 公務執行妨害罪公務執行妨害罪
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要　　件 ❸ 暴行又は脅迫
⑴　「暴行」の意義⑴　「暴行」の意義
本罪の暴行は、暴行罪（208条）の暴行（狭義の暴行：人
の身体に対する不法な有形力の行使）より広く、公務員に
向けられた不法な有形力の行使をいいます（広義の暴行）。

広義の暴行（間接暴行）

狭義の暴行

判例で認められた具体例判例で認められた具体例
① 直接暴行の例 ② 間接暴行の例

警察官に向けて投石し、
耳の辺りをかすめさせた
場合（最判昭33. 9. 30）

執行官の命を受け、その指示に従って家財道
具を屋外に搬出中の補助者に対し、執行官の
面前で暴行を加えた場合（最判昭41. 3. 24）

わっ！

いい加減に
しないか！

離せコノヤロー！

やめなさい！

オイ乙！
お前も
やってやれ

いつもいつも
サツは偉そうで

ガキ扱い
すんじゃねぇよ

ムカつくんだよ！

オラァ！

物に対する有形力の行使が公務員に
向けられたもの（間接暴行）であれば、
本罪の暴行となります。

甲の行為は、「間接暴行」に当たるから、公務執行妨害罪にいう暴行に当たる。甲の行為は、「間接暴行」に当たるから、公務執行妨害罪にいう暴行に当たる。
POINT
1

甲がパトカーのボンネッ

トに乗り発進を妨害した

行為は、間接的である

が警察官に物理的な影

響を与えるものである。



083

刑
法
各
論

社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪

個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪

国
家
的
法
益
に
対
す
る
罪

刑
法
総
論

わっ！

いい加減に
しないか！

離せコノヤロー！

やめなさい！

オイ乙！
お前も
やってやれ

いつもいつも
サツは偉そうで

ガキ扱い
すんじゃねぇよ

ムカつくんだよ！

オラァ！

⑵「⑵「脅迫」の意義脅迫」の意義
本罪の脅迫は、脅迫罪（222条）の脅迫※と異なり、人を畏
怖させるに足りる害悪の告知があればよく、害悪の内容や
告知の方法を問いません。

※脅迫罪の脅迫は、害悪の内容が限定されている。

❹ 故　意
⑴　故意の内容⑴　故意の内容
公務員が職務執行に当たっていることの認識と、その公務
員に対して暴行又は脅迫を加えることの認識が必要です。
ただし、目的犯ではないので公務の執行を妨害する目的は
不要です。動機も問いません。

⑵　⑵　違法性の錯誤（法律の錯誤）違法性の錯誤（法律の錯誤）
真実は適法な職務執行であるのに、行為者が違法なものだ
と誤信して暴行に及んだときについて、判例は、法律の錯
誤であり故意を阻却しないとしています（大判昭 7. 3. 24）。

既遂時期 公務員に対して暴行・脅迫を加えた時に直ちに成立します。現実に
職務執行が妨害されたという結果が発生することを必要としていま
せん（最判昭33. 9. 30）。

▶P.076

投石は命中していないが、乙の行為は「直接暴行」に当たるから、公務執行妨害罪に投石は命中していないが、乙の行為は「直接暴行」に当たるから、公務執行妨害罪に
いう暴行に当たる。いう暴行に当たる。

POINT
2

乙が拳大の石を警

察官に向け投げた

行為は、たとえ耳元

をかすめただけで

も、警察官に向けら

れた不法な有形力

の行使といえる。

1010 公務執行妨害罪公務執行妨害罪
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パトカー勤務員2名は、ドリフト族が暴走行為をしているとの110番通報を

受け、パトカーにより現場に臨場した。大半の車両は逃走し、現場に残っていた

若い男性2名（甲及び乙）に対して職務質問をしたが「見ていただけだ」と言う

のみで走行の事実は確認できなかったことから、帰宅するように促した。勤務

員がパトカーに乗ろうとしたところ、質問に腹を立てた甲がパトカーのボンネッ

トに乗ってパトカーの発進を妨害し、さらに、乙が拳大の石を警察官に向け投

げたが、耳元をかすめただけで怪我はなかった（なお、パトカーは破損していな

い）。

　この場合における甲及び乙の刑責について述べなさい。

問

公務執行妨害罪

 

答案例



085

刑
法
各
論

社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪

個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪

国
家
的
法
益
に
対
す
る
罪

刑
法
総
論

1010 公務執行妨害罪公務執行妨害罪


